
 

 

 

 

 

「五所塚まつり」 今年も大変残念ですが中止とさせて頂きます！     

日頃から町内会活動にご支援、ご協力頂きありがとうございます。 

さて、宮前区のコロナウイルス感染者数は、１日 40 人（1 週間平均）ほどの推移です。（増加傾向）その様

な中、6 月の町内会理事会にて、五所塚まつりの開催について協議を重ねた結果、飲食を伴う祭は感

染リスクが高い、また、五所塚餅や焼きそばなどの模擬店を行わない祭についても意見を出し合いま

したが皆さまに楽しんでいただける様な具体的な代案も無く中止することとなりました。大変残念で

すが皆さまご了承頂きたいと思います。来年こそ安心して楽しい五所塚まつりが開催される環境を祈

願しております。 

       

          ❖公園に夏の花がたくさん植えられました❖  

６月 20 日 (月曜日 )市から緑化支援物資の花（360 株）が、五所塚第１公園 ・第２公園 ・

会館前花壇へ届きました。公園管理運営協議会の皆さまが、公園の特徴を活かした花壇

へ色とりどりの花が植えられ、それぞれの公園が憩いの場所になることを嬉しく思います。

その様な中、公園の維持管理をこれまで長く続けて来られた皆さまも高齢化が進み、草

刈りや花植えなどの活動をされる方々が少なくなってきております。より好いコミュニティ

に繋がる活動へ是非ご参加いただければ有難いです。花と緑豊かな住宅街を目指して、

皆さまと共にきれいな公園をこれからも作りましょう。 
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❖町内会資源集団回収について❖  

町内会の資源集団回収（毎週木曜日）へご協力頂きありがとうございます。 

回収量 1Kg 当り、市からの奨励金は 3 円です。 

2017 年 -108,000 円  2018 年 -105,000 円  2019 年 -１０１ ,000 円  2020 年 -107，000 円  

2021 年 -103,275 円  

なお、上記奨励金は、総会資料収支決算書の収入の部（4-3 雑入）として計上され、町内

会活動資金として運用されております。 

※集積所から資源集団回収品目の持ち去りを禁止するため、川崎市の条例改正により、 

8 月より、缶 ・ペットボトルは（月曜日）に、ミックスペーパーは（金曜日）小物金属は第２・ 

第４（月曜日）それぞれ川崎市の資源回収日にお出しください。 

これらの資源については、木曜日（町内会資源集団回収）には回収しません。 

・ ・ ・お知らせ用チラシをご確認下さい。（1 組・2 組の長尾小の回収は別途） 

          ❖町内会館建設実行委員会❖  

今年 5 月 6 日付け回覧にて、町内会館建設実行委員会の立上げ、及び委員募集のお知

らせを致しました。その結果、委員への応募は数名でしたので、建設実行委員会立上げは

先送りします。その間、会館建設用地に適した場所を探し求めていきますので、それらの

情報などございましたらお知らせ下さい。 

❖切通し坂の擁壁工事について❖  

大掛かりな改修工事（令和 2 年～）も最終段階に入りました。現在切通の両側擁壁は工

事が完了しました。今後は歩道の修繕などを行い、8 月中には下り方面（西側）歩道が通

行出来るようになります。今暫らく安全通行にご協力ください。    

❖川崎市は特別自治市を目指しています❖  

川崎市は令和 6 年（2024）市制 100 周年を迎えます。今年は指定都市移行５０周年。こ

うした中、市は神奈川県から独立し、県の機能の全てを担う「特別自治市」制度の実現を

目指しています。（川崎市 ・横浜市 ・相模原市）詳細は、市 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからご確認下さい。 

          

❖町内会活動（役員体制）の課題❖  

町内会規約第 21 条「本会の役員の任期は 1 年とする。但し再任を妨げない」とされてお

り、これまで各組の理事は 1 年毎に改選されております。そのため 1 年間理事に就き、様々

な経験を積み「こうすれば五所塚はもっと良くなる」「ここは改善すべき」など建設的な

思いを抱きながらもその経験が次年度へ活かされずに新理事へﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁ。しかしながら新

理事は、町内会活動経験は殆んどありませんので試行錯誤で町内会の運営を行わなけ

ればならないと言う危うさを感じております。これまで私は 14 年間に亘り継続して 3 組

理事 （会長 ）に就くことにより微力ですがそれらの課題を多少ともカバーして参りました。

そこで、持続可能な五所塚町内会を考慮すると、理事の任期を２年とし、毎年半数の組

の理事が入れ替わる体制がベストではないかと思います。例 ・・ ・偶数の組 （２組 ４組６組８

組 １０組 １２組）は令和 5 年度・令和 6 年度の２年間理事に就き、奇数の組（１組３組５組７組

９組 １１組 ）は、令和 6 年度・令和 7 年度の２年間就き、また、令和 7 年度・8 年度は偶数の

組が 2 年間就く体制です。そうすることにより経験を持った 2 年目の理事と新理事が一

緒に活動することになりますので効率的で効果的な運営活動に繋がります。私は五所塚

町内会の先々を考えますと、今後はこの様な体制に移行すべきと考えております。皆さま

の忌憚のないご意見をどうぞお聞かせください。 1212takaku@gmai l .com（町内会長  髙久） 

mailto:1212takaku@gmail.com

